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内部統制システム基本方針 
 

 
 

当社は、会社法に基づく内部統制システムの構築の基本方針を以下に定め、経営の適法性及び効率
性の確保、並びに経営を阻害する可能性のあるリスクに対する管理に努めるとともに、今後、激変す
る環境の変化に対処できる経営体制の整備、充実を図る。 
 
１. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
⑴取締役の職務における行動規範として、「社是」「経営理念」「行動指針」「コンセプトワー
ド」を盛り込んだ『企業憲章』を制定し、これらの遵守と浸透を図る。 

⑵取締役会は、内部統制の基本方針を策定し、代表取締役及び業務担当取締役による内部統制の実
施状況について、定期的に又は随時報告を受け、内部統制の監督・指示を行う。 

⑶取締役会は、取締役会規程に基づき重要事項や経営課題に対して、迅速かつ的確な意思決定を行
い、その執行状況について報告を受ける。 

⑷取締役は、会社法他の法令並びに定款に従い職務を執行し、その状況を取締役会に報告する。 
⑸代表取締役及び業務担当取締役は、取締役会の決定に従い業務を執行し、その状況を取締役会に
報告する。 

⑹取締役の職務の執行状況については、取締役が相互に監視し合う他、監査役による監査を受け
る。 

⑺取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、複数名の社外取締役を置
く。 

⑻取締役会は、経営の客観性・透明性を高め、その機能向上を図るため、取締役会全体の実効性に
ついて分析・評価し、その結果の概要を開示する。 

⑼法令遵守と健全な企業活動を推進するために、「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプラ
イアンス体制の整備・強化を図る。 

 
２. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
⑴取締役の職務の執行に関わる文書(電磁的な記録を含む)及びその他の重要な情報については、
「文書管理規程」「情報セキュリティ管理規程」「企業機密管理規程」に基づき作成、保存、管
理する。 

⑵取締役及び監査役が、常時これらの文書を閲覧することが可能な状態で管理する。 
⑶法令又は取引所適時開示規則に従い、必要な情報開示を行う。 
 

３. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
⑴代表取締役社長は、リスクを統括管理する取締役を任命し、各業務担当取締役とともに、各リス
クを体系的に管理する。 

⑵管理にあたっては、「リスク管理規程」に基づき、既存の販売・安全・品質・財務・情報等のリ
スクに対する規程を充実するとともに、新たなリスクに対して不足している規程があれば、必要
に応じて追加整備する。 

⑶リスクを統括管理する主管部門を定め、各部門における体制の整備・支援を行う。 
⑷各部門は、規程に基づきマニュアル等を整備、充実させ、部門毎のリスク管理体制を確立する。 
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⑸代表取締役及び業務担当取締役は、経営に重大な影響を与えるリスクが発生する場合に備え、も
しくは、発生抑止が効かず顕在化したリスク(危機)に対し、損失を最小限に留めるための方針を
決定し、体制を整備した上で、取締役会・経営会議等へ適宜報告する。 

⑹各部門はリスクの管理及び対応状況について、その結果を取締役会に報告する。 
 
４. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
⑴取締役会は、経営理念と経営ビジョンを盛り込んだ中期経営計画と単年度事業計画を策定する。 
⑵取締役会で決定した業務の執行は、代表取締役及び業務担当取締役が行う。 
⑶各業務担当取締役は、業務の執行を効率的に遂行するにあたり、実施すべき施策と権限を与えた
体制を構築する。 

⑷業務執行のスピードアップと執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を充実する。 
⑸取締役会は、代表取締役及び業務担当取締役の業務執行を効率的に行うために、執行役員及び部
門長に権限を委譲するとともに適宜報告を受けることで、業務の執行の効率性を確保する。 

⑹重要な経営の執行に係る事項の審議等を行うため、経営会議を開催する。また、経営方針の伝達
と意思統一を図るため、全社幹部会議を開催する。 

 
５. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
⑴従業員等の事業活動に係る行動基準として、『企業憲章』に基づいた「コンプライアンス規程」
を制定するとともに、「ＴＡＫＡＤＡグループ行動規範」を配布して、法令・規程・規則・社会
規範を遵守することを求め、違反行為が発生した場合は、社内規定に基づき厳正に対処する。 

⑵従業員等の業務の執行が、法令・定款に適合することを確保するために、「コンプライアンス推
進室」を設置し、コンプライアンス委員会やコンプライアンス推進会議を定期的に開催するとと
もに、各所属において教育啓蒙活動を行うなど全社をあげてコンプライアンス意識の向上を図
る。 

⑶当社グループ並びに取引先の役職員等からの通報を受けるコンプライアンス相談窓口を社内・社
外に設置する。通報者が通報を行ったことを理由として、不利な取扱いを受けないものとする。 

⑷社内監査部門は、内部監査規程に基づき業務執行部門（生産・技術・営業・管理各部門、子会
社）の業務を監査し、その結果を取締役会に報告する。 

 
６. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
⑴当社グループに共通する『企業憲章』に基づき、コンプライアンス意識の醸成を図る。 
⑵取締役会は、子会社等を管理する規程、担当する取締役を定め、また子会社へ取締役及び監査役
の派遣を行うことで、リスク管理とコンプライアンス等の周知徹底を行う体制を整備する。 

⑶取締役会は、子会社の中期計画及び単年度事業計画と、その達成状況とリスク管理状況について
定期的に報告を受ける。 

⑷当社の社内監査部門は子会社の内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告する。 
⑸取締役会は、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制を整備して適切に運用
するとともに、運用状況を毎年評価して必要な是正を行う。 

 
７. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用

人に対する指示の実効性の確保に関する事項 
⑴監査役の職務を補助すべき専任のスタッフは現在置いていないが、担当のスタッフを置いてお
り、今後必要に応じて、スタッフを専任させる。  
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⑵監査役の職務を補助すべきスタッフの人事異動等にあたっては、監査役に事前に報告し、同意を
得る。 

 
８. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 
⑴当社グループにおける取締役の職務及び従業員等の業務の遂行に関し、重大な法令、定款違反及
び不正行為の事実、当社グループに著しい損害を及ぼす事実を知った時、又はその報告を受けた
時は、当社監査役に報告する。 

⑵当社グループの取締役及び従業員等が当社監査役へ報告を行ったことを理由として、不利な取扱
いを受けないものとする。 

⑶監査役は、重要事項の決定、取締役及び執行役員並びに部門長の業務執行状況が報告される取締
役会及び経営会議等に出席し、意見を述べることができる。 

⑷監査役に重要な意思決定に係る稟議書等を回付し、その他の必要かつ適切な文書については、常
時監査役が閲覧可能とする。 

⑸コンプライアンス委員会に報告されたコンプライアンス活動の状況は、監査役に報告する。 
 
９. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
⑴代表取締役社長は、監査役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題について意見を交換す
る。 

⑵監査役監査が効率的かつ効果的に行われるために、監査役は監査を職務とする社内監査部門及び
会計監査人と緊密に連携する。 

⑶監査役が独自の意見形成のために、必要に応じて外部専門家等を活用する体制を確保する。 
⑷監査役の職務の執行について生ずる費用については、監査役の請求に応じて支出する。 
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＜ご参考＞ 
当社のコーポレート・ガバナンス体制図 

 

 

以 上 


